
各種国家資格、免許等における旧姓使用の現状等について 令和７（2025）年５月31日現在

資格名
[創設年度]

① 資格取得時から旧姓使用がで
きるもの

※　制度や運用上、旧姓使用を特段禁
止していないものも含む

②　資格取得後に改姓した場合
は旧姓使用ができるもの

※　資格取得後に改姓があったとして
も、届出等の義務がないため、そのま
ま旧姓使用が可能なものを△として計
上

③　現状では旧姓使用ができな
いもの

④　当該資格の資格証、免許証
等における旧姓の表記方法等

⑤　備考（④についてその他を
選択した場合）
※自由記載

旧姓使用に関する対応予定等 備考

弁護士
司法修習終了につ
いては最高裁判所

[昭和24年度] [―]

外国法事務弁護士 法務大臣

[昭和62年度] [通知、官報告示]

司法書士 法務大臣

[昭和25年度] [合格証書の交付]

土地家屋調査士 法務大臣

[昭和25年度] [合格証書の交付]

申請等取次者
地方出入国在留管
理局長

[昭和62年度] [証明書を交付]

公証人 法務大臣

[明治19年度] [任命書の交付]

旧姓使用の現状について

制度担当部署

―
・司法試験法
・弁護士法

資格付与者
[付与方法]

No. 所管府省 根拠法 資格の種類

登録は戸籍上の氏名で行う必要が
あり、登録後、所定の手続を経て
届出ることにより、はじめて旧姓
の使用が可能となる。
旧姓を職務上の氏名として使用す
る場合、身分証明書（希望者のみ
発行）には職務上の氏名(＝旧姓)
を記載する。（希望すれば登録氏
名（＝戸籍上の氏名）の併記も
可。）

法務省大臣官房司法法制部司法
法制課
司法制度第一係
℡　代表03-3580-4111

〇
（備考参照）

2 法務省

外国弁護士に
よる法律事務
の取扱い等に
関する法律

―

1 法務省

法務省大臣官房司法法制部審査
監督課
外国法事務弁護士第一係
℡　代表03-3580-4111

旧姓を職務上の氏名として使用す
る場合、身分証明書（希望者のみ
発行）には職務上の氏名＝旧姓を
記載する。（希望すれば登録氏名
の併記も可。）

○

3 法務省 司法書士法 ―

―

法務省民事局民事第二課
℡　代表03-3580-4111

4 法務省
土地家屋調査
士法

―
法務省民事局民事第二課
℡　代表03-3580-4111

○

○ その他（備考欄に記載）

法務省出入国在留管理庁
在留管理支援部在留管理課
℡　代表03-3580-4111

6 法務省 公証人法 ―
法務省民事局総務課
℡　代表03-3580-4111

○

○5 法務省
出入国管理及
び難民認定法
施行規則

登録証明書は旧姓併記(旧姓を括
弧書き)。
会員証の旧姓の表記方法は単位会
によって異なる。

併記・単記いずれも可

その他（備考欄に記載）

公証人には資格証、免許証等を交
付していない。なお、旧姓を使用
する公証人については、公証役場
に掲げる表札に旧姓を記載するも
のとしている。

併記・単記いずれも可

併記・単記いずれも可

その他（備考欄に記載）
登録事項証明書は旧姓併記。
会員証の旧姓の表記方法は単位会
によって異なる。


	調査票

